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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＶ照射によって３００～１０００μｍの層の厚みを単一回の操作でインモールドコー
ティング（ＩＭＣ）ユニット内で整形された物品の表面コーティングをするためのワニス
であって、前記ワニスは、少なくとも４０重量％の、必要とされる製品性質を得るための
１種又は複数の樹脂成分、６０重量％までの１種又は複数の反応性希釈剤、及び０．３～
１．５重量％のＵＶ重合開始剤を含み、前記ＵＶ重合開始剤は、α－ヒドロキシケトン、
ベンゾフェノン、フェニルグリオキシレート、ベンジルジメチルケタール、α－アミノケ
トン、モノアシルホスフィン（ＭＡＰＯ）、ビスアシルホスフィン（ＢＡＰＯ）、及びホ
スフィンオキシド、並びにそれらの混合物からなる群より選択され、前記ＩＭＣユニット
内の２０℃における前記ワニスの粘度は（ＤＩＮ　５３０１９に従って測定された）５０
０～２５００ｍＰａ・ｓであることを特徴とする前記ワニスの使用。
【請求項２】
　前記樹脂成分は、不飽和ポリエステル樹脂、アクリレート又はメタクリレートのプレポ
リマー又はオリゴマー、ポリウレタン－ポリエステルプレポリマー、及びそれらの混合物
からなる群より選択されることを特徴とする請求項１に記載のワニスの使用。
【請求項３】
　前記不飽和ポリエステル樹脂は、マレイン酸、フマル酸、メサコン酸、シトラコン酸、
イタコン酸、ｏ－フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラヒドロフタル酸、アジ
ピン酸、コハク酸、及び／又はセバシン酸、又はそれらの無水物をベースとすることを特



(2) JP 5133907 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

徴とする請求項１又は２に記載のワニスの使用。
【請求項４】
　前記アクリレート又はメタクリレートのプレポリマー又はオリゴマーは、ＵＶ反応性及
び／又は電子ビーム硬化性のエポキシアクリレート、ポリエステルアクリレート、ウレタ
ンアクリレート、ポリオールアクリレート、ポリエーテルアクリレート、又はそれらのタ
イプの化合物の所望のプレポリマーからなる群より選択されることを特徴とする請求項１
から３のいずれかに記載のワニスの使用。
【請求項５】
　反応性希釈剤は、ビニル系モノマー並びにモノ－、ビ－及び多官能アクリレート及びメ
タクリレートからなる群から選択されることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記
載のワニスの使用。
【請求項６】
　前記反応性希釈剤は、スチレン、ビニルトルエン、ヘキサンジオールジアクリレート、
ヒドロキシメチルエチルアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシプロ
ピルアクリレート、ヒドロキシエチレンメタクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレ
ート、ポリエチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー
ト、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレー
ト、トリプロピレングリコールジアクリレート、２－（ヒドロキシメチル）メタクリレー
ト、ブタンジオールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、及び
／又はイソボルニルメタクリレートであることを特徴とする請求項５に記載のワニスの使
用。
【請求項７】
　前記硬化されたワニス膜のＶＯＣ放出は（９０℃で）１００ｐｐｍＶＯＣより低いか、
及び／又は（１２０℃で）８０ｐｐｍＦＯＧよりも低いことを特徴とする請求項１から６
のいずれかに記載のワニスの使用。
【請求項８】
　前記整形された物品は木材、また木材ベースの材料、プラスチック、または繊維複合材
料で作られていることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のワニスの使用。
【請求項９】
　自動車産業のための請求項１から８のいずれかに記載のワニスの使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、整形物品を表面コーティングするためのワニスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば木材、木材ベースの物質、プラスチック、繊維複合材料（ＭＤＦ、ＨＤＦ、Ｗ
ＰＣ）などを含むコーティングされた整形物品が、自動車車両の内装品に使用されること
が多い。特に、無垢材であっても合板であってもよいが、整形された木材物品がそこでは
使用される。
【０００３】
　一般的には、透明なワニス又は樹脂の層を整形された木材物品の目に見える側に塗布し
て、耐摩耗性で耐引掻き傷性があり、多くの場合光沢性の表面を作る。
【０００４】
　それらの樹脂／ワニス層の性質に関しての自動車産業の要求は高い。
【０００５】
　硬化されたワニス膜のＶＯＣ放出は、ＯＥＭ（相手先商標製品）の場合、自動車産業の
対応する規格を満たしていなければならず、たとえばダイムラークライスラーについては
、１００ｐｐｍ未満のＶＯＣ（９０℃）、８０ｐｐｍ未満のＦＯＧ（１２０℃）、である
が、その試験方法は、たとえば、ＶＤＡ２７８（熱脱離分析）。又は、たとえばＢＭＷ又
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はＶＷの対応する規格を満たさねばならない。
【０００６】
　ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　１４５７７（荷重増加：０．１－１０００ｍＮ、ｔ＝６０ｓ）
に基づいて測定される表面硬度（微小硬度、マルテンス硬度）が８０～１４０Ｎ／ｍｍ2

でなければならないが、その理由は、この範囲の中であれば、研削、研磨、ミリングがま
ったく問題なしに可能であるからである。
【０００７】
　さらに、そのコーティングは耐引掻き傷性を有していなければならない、すなわち引掻
き抵抗性に関する、相当する自動車標準（クロックメーター試験又は表面損傷抵抗性試験
）を満たすものでなければならない。ダイムラークライスラーの場合、その表面損傷抵抗
性が９ニュートンを超え、またクロックメーター試験において１００往復工程を超えてい
なければならない。
【０００８】
　硬化されたワニスに関するさらなる要件は、黄変度とＵＶ安定性である。硬化されたワ
ニス膜の黄変度は、ＩＳＯ　１０５－Ａ０２に従ったグレースケールを基準にして、自動
車産業によって規定されている対応する試験、たとえば加熱サイクル、高温保管、調整条
件下での保管などの試験で評価され、そのグレースケールが少なくともレベル４に相当し
ていることが必要である。
【０００９】
　ＵＶ安定性に関しては、ワニス物質及びコーティングされた基材を、光線に適切に暴露
させた後に、自動車メーカーによって要求される規格を用いて色の変化についての試験を
行い、ＩＳＯ　１０５－Ａ０２に従ったグレースケールを基準にして評価されるが、その
グレースケールが少なくともレベル４に相当していることが必要である。
【００１０】
　インモールドコーティングの手段によってワニスを塗布する場合には、そのコーティン
グされ、硬化された材料を、好ましくはさらなる離型剤を必要とすることなく、その型の
表面から良好に脱型させることがさらに必要とされる。
【００１１】
　さらなる重要な基準は、ワニス膜、すなわち硬化されたワニス膜の透明性であって、硬
化させた後又は相当なストレス（熱、光暴露、耐候性）の後に、いかなるヘーズ（くもり
）も有してはならず、また、そのストレスを加えなかった参照部品（納品時状態）と比較
して眼に見えるような変化を示してはならない。
【００１２】
　さらに、鋳物物質は、可能な限り収縮を小さくして、部品の反りがまったく起きないよ
うにしなければならない。言うまでもないことであるが、自動車車両の衝突の場合には、
さらに、ワニス粒子が外れたり剥がれたりしてはならない、すなわち、飛散粒子が生じて
はならない。
【００１３】
　一般的には、ワニスは、コーティングされる表面にスプレーされるか、塗布される。射
出成形の手段によってコーティング物質を塗布することが可能であることもまた公知であ
る。
【００１４】
　ＵＳ２００４／０１５２７７９には、射出成形されたポリカーボネート又はその他の熱
可塑性プラスチックに印刷したり、コーティングしたりするのに役立つ、柔軟な放射線硬
化性調合物が開示されている。樹脂成分と反応性希釈剤とを含むその調合物を、多層印刷
、すなわち連続的な複数の薄層とすることによって、プラスチック材料に塗布する。薄層
で熱可塑性プラスチックを印刷するために用いられるそれらのＵＶ硬化性調合物はすべて
、少なくとも４重量％の比率のＵＶ重合開始剤を有している。一般的に、そのような層の
厚みは約５～２５μｍである。コーティングされる物質としては、熱可塑性プラスチック
は木材とはまったく異なったものである。その理由は簡単で、表面エネルギー及び接着性
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の違い、吸水性、収縮と膨張の挙動、耐溶媒性における大きな差があるからである。
【００１５】
　さらに、整形された木材物品をインモールドコーティング（ＩＭＣ）の手段によってコ
ーティングできることは知られている。この目的のために、整形された木材物品を型部分
のキャビティの中に入れ、コーティングされる整形された木材物品表面と型部分の壁との
間にギャップを形成させ、そのギャップの中に液状の表面コーティング物質を導入する。
型に充填することによって、空気又は場合によってはその他のガス又はガス混合物の大部
分をそのギャップから追い出す。キャビティの中に存在するコーティング物質は、型の中
で、対応する大気との接触から実質的に密閉される。次いでその表面コーティング物質を
そのギャップの中で硬化させるが、そのためには、ＤＥ４３２０８９３Ｃ１及びＤＥ１９
９６１９９２Ａ１に記載されているように、ＵＶ照射を使用することができる。この目的
のためには、その整形物品は、好ましくは少なくともそのコーティングされる表面の領域
はＵＶ照射に対して透明であるように形成する。得られるワニス層の厚みに相当するその
ギャップの高さは、一般的には、約３００μｍ～１０００μｍである。
【００１６】
　インモールドコーティングにおいては、層全体を１回の操作で塗布する。
【００１７】
　ＵＶ硬化性コーティング物質には、樹脂成分とＵＶ重合開始剤が含まれる。ＵＶ照射の
手段によって、ＵＶ重合開始剤がフリーラジカルを発生し、それが連鎖反応を開始させ、
次いでその反応が、もはや照射が存在しなくなっても維持される。ＵＶ照射の手段によっ
て活性化された表面コーティング物質は次いで、数分以内、たとえば３分以下で、型の中
で、少なくとも、その表面層を与えられた内装部品を型部分から取り出して、扱うことが
可能な程度にまで硬化させることができる。
【００１８】
　完全硬化は型中で行わせてもよいし、型の外で、場合によってはＵＶ又は電子線照射を
用いて行わせてもよい。
【００１９】
　従来技術では、３００ｍＰａ・ｓより低い粘度を有するＵＶ硬化性スプレー又はキャス
ティングワニスが開示されている。それらのＵＶ硬化性ワニス用いて達成されるなんらか
の架橋を可能とするためには、使用されるＵＶワニスは、それらが塗布される層の厚みに
依存するが、少なくとも２重量％のＵＶ重合開始剤含量を有している。
【００２０】
　しかしながら、本出願人の社内における内部的な検討において、ＩＭＣプロセスの型内
で、整形された木材物品をコーティングするためにそれらの調合物を使用している間に、
ＵＶ照射の後で、かなりの量のＶＯＣの放出が観察され、いくつかの場合においては、ワ
ニスが黄変の傾向を示したり、ワニス層全体で硬化が不十分であったりした。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明の目的は、ＩＭＣプロセスの手段によって整形された木材物品をコーティングす
るための、特にギャップ幅が約３００～１０００μｍ、好ましくは７００～９００μｍの
場合に、ＩＭＣの型の中でＵＶ照射に暴露させると全体が十分に硬化し、そのＶＯＣ放出
が可能な限り低いＵＶ硬化性ワニスを提供することであ。言うまでもないことであるが、
このワニスは、自動車産業のその他の要件にも適合するべきものでもあって、特に透明で
、割れ抵抗性があるべきであり、また表面引掻き抵抗性を有し、黄変の傾向を極めてわず
かしか示さないものであるべきである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　驚くべきことには、ＩＭＣ型全体の中でのこのＵＶ硬化性樹脂の十分な硬化が、その調
合物の中のＵＶ重合開始剤の比率を１．５重量％未満になるように低下させることによっ
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て可能となることが見出された。したがって、本発明によるＵＶ硬化性ワニスには、必要
とされる製品性質を得るための少なくとも４０重量％の１種又は複数の樹脂成分、６０重
量％までの１種又は複数の反応性希釈剤、及び０．３～１．５重量％のＵＶ重合開始剤が
含まれる。
【００２３】
　樹脂成分は、不飽和ポリエステル樹脂、アクリレート又はメタクリレートのプレポリマ
ー又はオリゴマー、ポリウレタン－ポリエステルプレポリマー、及びそれらの混合物から
なる群より選択することができる。
【００２４】
　不飽和ポリエステル樹脂は、好ましくは、マレイン酸、フマル酸、メサコン酸、シトラ
コン酸、イタコン酸、ｏ－フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラヒドロフタル
酸、アジピン酸、コハク酸、及び／又はセバシン酸、又はそれらの無水物をベースとする
ものである。
【００２５】
　アクリレート若しくはメタクリレートのプレポリマー又はオリゴマーは、好ましくは、
ＵＶ反応性及び／又は電子ビーム硬化性のエポキシアクリレート、ポリエステルアクリレ
ート、ウレタンアクリレート、ポリオールアクリレート、ポリエーテルアクリレート、又
はそれらのタイプの化合物の混合プレポリマーからなる群より選択される。
【００２６】
　使用される１種又は複数の樹脂タイプは、その硬化されたワニスが適合しなければなら
ない要件に従って選択される。
【００２７】
　ワニス中の１種又は複数の樹脂成分の比率は、好ましくは４５～９０重量％、そして、
それぞれの樹脂成分及び反応性希釈剤にも依存するが、特に好ましくは５０～７０重量％
である。
【００２８】
　反応性希釈剤は、以下のものからなる群より選択するのが好ましい：ビニル系モノマー
たとえば、スチレン又はビニルトルエン、及びモノ－、ビ－、多官能アクリレートとメタ
クリレートであって、たとえば、ヘキサンジオールジアクリレート、ヒドロキシメチルエ
チルアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、
ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート、ポリエチレング
リコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプ
ロパントリメタクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、トリプロピレング
リコールジアクリレート、２－（ヒドロキシ－メチル）メタクリレート、ブタンジオール
ジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、及びイソボルニルメタク
リレートなどの化合物が挙げられる。
【００２９】
　それぞれの反応性希釈剤の選択は、それぞれの樹脂成分（１種又は複数）、及び必要と
される製品性質に依存する。
【００３０】
　本発明によるワニスには、ＵＶ重合開始剤がさらに含まれるが、それは好ましくは、α
－ヒドロキシケトン、ベンゾフェノン、フェニルグリオキシレート、ベンジルジメチルケ
タール、α－アミノケトン、モノアシルホスフィン（ＭＡＰＯ）、ビスアシルホスフィン
（ＢＡＰＯ）、及びホスフィンオキシド、さらにそれらの混合物からなる群より選択され
る。特に有用であることが証明されたＵＶ重合開始剤の混合物は、ヒドロキシケトン及び
／又はＭＡＰＯ及び／又はＢＡＰＯを含むものである。
【００３１】
　樹脂中のＵＶ重合開始剤の比率は、１．２重量％未満であるが、特に０．５～１．０重
量％であれば好ましい。
【００３２】
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　本発明によるワニスにはさらに、慣用されるワニス添加剤、たとえばＵＶ吸収剤、ＨＡ
ＬＳ（ヒンダードアミン光安定剤）、ナノ粒子をベースとする添加剤、防炎剤、表面活性
物質ならびに内部潤滑剤を、好ましくは０～３重量％の比率で含んでいてもよいが、ナノ
粒子及び防炎剤の場合には、３０重量％までの比率とすることも可能である。
【００３３】
　ＩＭＣプロセスの手段による加工を可能とするためには、２０℃における本発明による
ワニスの粘度（ＤＩＮ　５３０１９に従って測定）は、５００～２５００ｍＰａ・ｓであ
る。ＩＭＣプロセスを高温のワニスで実施する場合には、言うまでもないことであるが、
その温度がそのワニス系に適用されるが、その加工温度における粘度を５００～２５００
ｍＰａ・ｓとするべきである。２０℃におけるか又はＩＭＣユニット中の加工温度におけ
るワニスの粘度は、７００～１０００ｍＰａ・ｓであるのが好ましい。
【００３４】
　本発明の範囲内に入るが、必要とされる製品性質を達成するための少なくとも４０重量
％の１種又は複数の樹脂成分と６０重量％までの１種又は複数の反応性希釈剤とを含むワ
ニスで、そのワニスの加工温度における粘度が５００～２５００ｍＰａ・ｓであるものを
、その硬化を電子線照射の手段によって実施するＩＭＣプロセスにおいて使用することも
可能であることが見出された。この場合、ＵＶ重合開始剤は必要でない。電子ビーム硬化
されたワニスの場合もまた、先に説明したような自動車産業の規格は満足され、それらの
ワニスは、少なくとも８０Ｎ／ｍｍ2の表面硬度、及びメーカーの限度未満であるＶＯＣ
放出を有している。その表面損傷抵抗性は９Ｎを超え、クロックメーター試験では１００
往復工程超が達成された。黄変度やＵＶ安定性に関しても、少なくともレベル４のグレー
スケールが達成された。
【００３５】
　本発明について、以下において実施例調合物及び比較実験を参照しながら、さらに詳し
く説明する。
【００３６】
第一の実施例調合物
　９８．９％の重合性物質。その重合性物質は、６９．０重量％の高弾性かつ粘塑性不飽
和ポリエステル樹脂体混合物及び反応性希釈剤としての３１重量％のスチレンからなる。
１．１％のＭＡＰＯタイプのＵＶ重合開始剤。
【００３７】
第二の実施例調合物
　高弾性かつ粘塑性不飽和ポリエステル樹脂体混合物（６９％）及び３１％の反応性希釈
剤（スチレン）からなる９９．１１％の重合性物質。
０．１７重量％のＭＡＰＯタイプのＵＶ重合開始剤。
０．７２重量％のＢＡＰＯタイプのＵＶ重合開始剤。
【００３８】
第三の実施例調合物
　９９．４％の重合性物質。この重合性物質は、４９．４％のエポキシアクリレートと反
応性希釈剤混合物からなる。後者は、５０．６％の、ＨＤＤＡ（ヘキサンジオールジアク
リレート）、ＨＥＭＡ（ヒドロキシエチレンメタクリレート）、イソボルニルアクリレー
ト、及びトリプロピレンジアクリレートを含む。
０．４重量％のＭＡＰＯタイプのＵＶ重合開始剤。
０．２重量％のフェニルグリオキシレートタイプのＵＶ重合開始剤。
【００３９】
　たとえばチバ・スペシャルティ・ケミカルズ（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓ）製のイルガキュア（Ｉｒｇａｃｕｒｅ）ＴＰＯがＭＡＰＯタイプのＵＶ重
合開始剤として適しており、たとえばチバ・スペシャルティ・ケミカルズ製のイルガキュ
ア８１９がＢＡＰＯタイプのＵＶ重合開始剤として適しており、たとえばチバ・スペシャ
ルティ・ケミカルズ製のダロキュア（Ｄａｒｏｃｕｒ）ＭＢＦがフェニルグリオキシレー
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トタイプのＵＶ重合開始剤として適している。
【００４０】
　表１に、さらなる実施例調合物と、ＩＭＣユニットの中でワニスをコーティングし、Ｕ
Ｖ硬化させて得られたものの測定結果とを示す。
【００４１】
　すべての比較実験Ａ～Ｒは、同一のＵＶ樹脂混合物を用いて実施し、表面硬度、放出値
、及びコーティング結果を重合開始剤の量とタイプの関数として評価することを目的とし
ている。
【００４２】
　タイプ１のＵＶ重合開始剤はＭＡＰＯタイプ、タイプ２のそれはＢＡＰＯタイプ、タイ
プ３のそれはホスフィンオキシドタイプであった。
【００４３】
　コーティング結果の評価は、引掻き抵抗性、外観、黄変度、脱型性、及び気泡形成可能
性を考慮に入れて、定性的に実施した。
【００４４】
　実験の結果から、ＩＭＣユニットの中で、単一回コーティングプロセスで約８００μｍ
の厚い膜でワニス層を塗布した場合には、従来技術から公知の２．５重量％の高いＵＶ重
合開始剤含量で、さらには０．３重量％の極めて低いＵＶ重合開始剤含量でも、高い放出
量となったこと、及び、０．３～１．５重量％、特に０．５～１重量％の重合開始剤含量
では、良好ないしは極めて良好なコーティング結果及び低いＶＯＣ放出及び良好な表面硬
度が得られることが判る。
【００４５】
【表１】
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